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千葉商科大学同窓会会則 

 

第 1 章  総 則 

（名称） 

第 1 条  本会は、千葉商科大学同窓会（以下「本会」という）と称する。 

（本部の所在地） 

第 2 条  本会は、本部を千葉商科大学内（千葉県市川市国府台 1 丁目 3 番 1 号）に置く。 

（目的） 

第 3 条  本会は、会員相互の交流と親睦を図り、組織及び会員の発展・充実並びに建学

の精神に則った千葉商科大学の発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第 4 条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

    一 本部執行体制に関わる事業 

(1) 組織体制の発展拡充 

(2) 財政の健全化 

(3) 本会活動に関する広報の推進 

 二 会員に関わる事業  

(1) 会員の福利厚生に関する事業 

(2) その他 

     三 大学との各種協力に関わる事業 

     四 学生に関わる事業 

(1) 奨学金貸与、学業及び体育・文化活動の奨励、福利厚生に関する事業 

(2) その他 

     五 その他本会が必要と認めた事業 

（事業年度） 

第 5 条  本会事業年度は、毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までとする。 

 

第 2 章  会 員 

（会員の定義） 

第 6 条  本会の会員は、千葉商科大学学部及び大学院、旧千葉短期大学、旧制巣鴨高等

商業学校・巣鴨経済専門学校（以下「母校」という）の卒業者及び在籍者並びに

中途退学者。 

（会員の区分） 

第 7 条  本会の会員区分は、次のとおりとする。 

     一 正会員は、卒業者及び常任理事会において承認された中途退学者で終身会
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費（昭和 55 年 3 月以前の卒業者）または入会金を納付した者。 

     二 維持会員は、正会員のうち別に定める維持会費を納入した者。 

     三 学生会員は、千葉商科大学学部及び大学院に在学中で、所定の入会金を納

付した者。 

     四 名誉会員は、母校または本会の名誉のために社会的な活躍等を為した者で、

常任理事会が発議し総会の承認を得た者。 

五 特別会員は、母校の現・元教職員（維持会員を除く）とする。 

（会員の権利） 

第 8 条  第 6 条に定める会員は、本会が主催する各事業への参加及び発行する出版物の

配付や電子配信並びに施設等を利用することができる。 

   2  第 7 条第二号の維持会員は総会で議決権を行使できる。 

   

第 3 章  役 員 

（役員及び名誉役員の定数） 

第 9 条  本会は次の役員及び名誉役員を置くことができる。 

     一 役員 

(1) 会 長   1 名 

(2) 副会長   若干名 

(3) 事務局長  1 名 

(4) 常任理事  20 名以内 

(5) 理 事   120 名以内 

(6) 監 事   2 名ないし 3 名 

     二 名誉役員 

(1) 名誉会長  1 名 

(2) 名誉顧問  若干名 

(3) 相談役   若干名 

(4) 参 与   若干名 

（役員及び名誉役員の選任） 

第 10 条  役員及び名誉役員は、維持会員の中から選挙管理規程に基づき、次のとおり選

出する。 

一 役 員 

(1) 会長は常任理事の中から現行の常任理事会で選出し、理事会及び総会で承

認を得なければならない。 

(2) 副会長並びに運営委員会委員長は常任理事の中から会長が指名する。 

(3) 事務局長は理事の中から会長が指名する。 

(4) 常任理事は理事の中から選出する。 
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(5) 理事は維持会員のうち、支部長、同期会会長、その他の瑞穂会会長、本部

役員経験者、同窓会会長が推薦する者の中から選出し、理事会及び総会で

承認を得なければならない。 

(6) 監事は維持会員の中から選出し、理事会及び総会において承認を得なけれ

ばならない。 

      二 名誉役員 

(1) 名誉会長は、千葉商科大学学長とする。 

(2) 名誉顧問は、学校法人千葉学園理事長並びに理事長経験者とする。 

(3) 相談役は、本会会長経験者の中から会長・副会長会の推薦を経て、常任理

事会が承認した者とする。 

(4) 参与は、本会役員経験者の中から常任理事会が選出し、会長・副会長会の

推薦を経て理事会が承認した者とする。 

（役員の任期） 

第 11 条  役員の任期は次のとおりとする。 

一 役員の任期は 2 ヵ年とする。再任についてはこれを妨げない。 

     二 会長、副会長、常任理事、事務局長、理事及び監事は、後任者が就任する

までは、その任に当たる。 

     三 欠員が生じた場合、補充の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（名誉役員の任期） 

第 12 条  名誉役員のうち相談役及び参与の任期は定めない。 

（役員の職務） 

第 13 条  役員の職務は次のとおりとする。 

     一 会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は第 4 条の事業を遂行するに

あたり、会長・副会長会及び第 19 条第 1 項に定める運営委員会を組織すると

ともに、事業の円滑な遂行に関する各議案の取りまとめの最終責任を負う。 

二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ指名されてい

る副会長がその職務を代行する。 

     三 事務局長は会長の命を受け、本会の執行にあたって日常の職務を遂行し、

第 15 条第 1 項に定める会議の原案・資料作成に努める。 

  四 常任理事は本会の執行者として、本会の分掌の職務を遂行する。 

五 理事は、会長に委嘱された本会の分掌の職務を遂行する。 

六 監事は業務執行状況及び財産状況等の監査を行い、第 15 条に定める総会に

おいて監査報告を行う。監事は必要に応じて、会長に対して会長・副会長会、

常任理事会及び理事会の開催を請求することができる。 

   2  名誉役員の職務 

     一 名誉会長及び名誉顧問は、会長及び会長・副会長会からの諮問に応じる。 
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     二 相談役及び参与は、会長及び会長・副会長会並びに常任理事会からの諮問

に応じる。 

 

第 4 章   会  議 

（会議及び議長） 

第 14 条  会議は総会及び理事会、常任理事会、会長・副会長会とし、会長がこれを招集

する。 

   2  理事会、常任理事会、会長・副会長会の議長は会長が務める。但し、総会の議

長は別途会長が指名する。 

   3  議長は、会議において公正かつ円滑な議事運営に努めなければならない。 

（総会） 

第 15 条  総会は第 6 条に定める会員で構成し、本会運営に関わる最高決議機関である。

但し、議決権を行使できる会員は第 7 条第 1 項第二号に定める維持会員とする。 

   2  会長は、毎年 1 回事業年度終了後、一定の時期に総会を招集しなければならな

い。また必要がある場合は、いつでも臨時に招集することができる。 

   3  総会では、事業、収支決算及び監査などの報告、並びに事業計画案及び予算案、

役員の選任、会則の改正その他本会運営に関する重要な議案を決議する。 

  4  会長は、2 分の 1 以上の理事又は 3 分の 1 以上の常任理事から、総会の目的事項

及び招集の理由を示して臨時総会の開催を求められたときは、応じなければなら

ない。臨時総会を請求する代表者は、書面をもって請求者名簿を添付のうえ、請

求内容を会長に届けなければならない。維持会員は、理事又は常任理事に臨時総

会の開催を請求できる。 

   5  総会の招集は、開催日の 1 ヵ月前までに、会議の目的・日時・会場等について、

正会員に通知書を発しなければならない。臨時総会の開催も同様とする。 

   6  総会の議案は出席維持会員の過半数の賛成をもって可決する。但し、賛否同数

のときは議長の決するところによる。 

 （理事会） 

第 16 条  理事会は会長が招集し、会長、副会長、事務局長、常任理事及び理事で構成し、

総会に提案する前条第 3 項に定める事項等を審議し決議する。 

  2  理事会は原則として年 2 回開催する。理事会の招集は、開催日の 2 週間前まで

に、理事へ会議の目的・日時・会場等について、通知書を発しなければならない。

臨時理事会の開催も同様とする。 

   3  会長は、3 分の 1 以上の理事から臨時理事会の開催を求められたときは、応じな

ければならない。臨時理事会を請求する代表者は、書面をもって請求内容を会長

に届けなければならない。臨時理事会の開催請求を受けた日から 60 日以内に、理

事へ通知書を発しなければならない。                                    
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   4  理事会は 2 分の 1 以上の理事の出席で成立し、議案は出席理事の過半数の賛成

をもって可決する。委任状による議決権行使も出席とみなす。但し、賛否同数の

ときは議長の決するところによる。 

  5  理事会の求めにより監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（常任理事会） 

第 17 条  常任理事会は、会長が招集し、会長、副会長、事務局長、及び常任理事で構成

し、本会の執行機関として、第 4 条に定める事業の計画・立案及び運営方針案を

作成し、理事会及び総会に提案する議案を決議する。 

   2  常任理事会は原則として毎月 1 回開催する。常任理事会の招集は、開催日の 2

週間前までに、常任理事へ会議の目的・日時・会場等について、通知書を発しな

ければならない。臨時常任理事会の開催も同様とする。 

   3  会長は、3 分の 1 以上の常任理事から臨時常任理事会の開催を求められたときは、

応じなければならない。臨時常任理事会を請求する代表者は、書面をもって請求

内容を会長に届けなければならない。 

   4   常任理事会は、3 分の 2 以上の常任理事の出席で成立し、議案は出席常任理事

の過半数の賛成をもって可決する。委任状による議決権行使も出席とみなす。但

し賛否同数のときは議長の決するところによる。 

   5   常任理事会の求めにより監事は常任理事会に出席し、意見を述べることができ

る。 

（会長・副会長会） 

第 18 条  会長・副会長会は会長が招集し、会長、副会長、及び事務局長で構成し、総会

で議決された事業計画及び収支予算等の執行状況を把握検証し、緊急性を伴う事

業への対応などを決定する。 

  2  会長・副会長会は必要に応じ開催する。 

  3  本会の執行に関わる議事については、事前に担当常任理事に意見を求めること

ができる。 

  4  会長・副会長会の求めにより監事は会長・副会長会に出席し、意見を述べるこ

とができる。 

（運営委員会） 

第 19 条  第 4 条に掲げる事業を遂行するために、次の各委員会（以下「運営委員会」と

いう）を置くことができる。但し、特別な事項を審議するため、理事会の決議を

経て特別委員会を設けることができる。 

    一 総務委員会（常設）       五 表彰・賞罰委員会（随時） 

    二 組織委員会（常設）       六 選挙管理委員会（随時） 

    三 財政委員会（常設） 

    四 広報・IT 委員会（常設） 
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  2  会長は、職務を遂行するため維持会員の中から運営委員を委嘱することができ

る。                                     

3  会長は、常任理事会の同意を受け常任理事の中から運営委員長を委嘱しなけれ

ばならない。 

   4  運営委員長は、随時担当事業の進捗状況を常任理事会及び会長に報告しなけれ

ばならない。 

   5  運営委員会の職務に関わる職務規定は別に定める。 

（議事録） 

第 20 条  総会と理事会の議事録は会議終了後速やかに事務局が作成し、議長が出席者の

中から指名した署名人 2 名の署名捺印を得て事務局で保管しなければならない。 

 

第 5 章 支部及び瑞穂会 

（支部） 

第 21 条  本会は原則として都道府県に 1 支部を置くことができる。但し、複数都道府県

を統合し広域で 1 支部とすることもできる。 

   2  支部は、第 3 条及び第 4 条に則った活動をしなければならない。 

   3  支部に関わる規定は別に定める。 

（瑞穂会）  

第 22 条  第 6 条に定める会員は、本部の所掌の下で卒業年次（同期会）、職域、学部学科、

研究科、ゼミ、体育系・文化系クラブ等の瑞穂会を組織することができる。但し、

代表者は事前に本部の承認を得なければならない。 

   2  支部会員は支部の所掌の下で地区瑞穂会を組織することができる。但し、代表

者は事前に支部の承認を得なければならない。 

   3  登録された瑞穂会は役員・会則・事務局・会員名簿を同窓会長に届けなければ

ならない。 

   4  瑞穂会に関わる規定は別に定める。 

 

 

第 6 章  事務局                            

（事務局） 

第 23 条  事務局は、事務局長及び事務局員をもって構成し、本会の運営に関わる日常の

職務を遂行し、会議の原案・資料等を作成すると共に会員情報の管理を行う。 

   2   事務局員を必要とする場合は会長がこれを委嘱することができる。 

   3   事務局員を母校職員に委嘱することもできる。 

 

 



 

 

  

7 

 

第 7 章 資 産 

（資産） 

第 24 条  本会の資産は、固定資産及び流動資産とする。 

   2  次の収入は本会の資産とする。 

     一 維持会費収入 

     二 入会金収入 

     三 寄付金収入（華甲会費収入を含む） 

     四 資産から生じる果実 

     五 その他の収入 

   3  正会員及び学生会員は、入会金として金 10,000 円を納付する。但し、大学院修

了者で学部卒業時等において入会金を納付済みの場合は除く。 

   4  学生会員は、千葉商科大学入学時に入会金を納付する。 

   5  正会員は本会の運営を維持するための会費（維持会費）として、毎年度 5,000

円を納付する。但し、学部卒業者の正会員については、卒業後 5 年間は毎年度 3,000

円とする。 

   6  正会員が母校を卒業して 38 年を経過し、60 歳以上に達した者は、華甲会費

10,000 円を納付する。 

（資産の管理） 

第 25 条  本会の資産は、安全確実な方法により会長の管理の下に保管する。 

（資産の取得並びに処分） 

第 26 条  固定資産及び流動資産の取得または処分については、常任理事会の責任におい

て行い、理事会及び総会の承認を得なければならない。    

 

第 8 章  会計 

（経費） 

第 27 条  本会の活動に伴う経費は、第 26 条第 2 項の収入を充てる。 

（収支予算） 

第 28 条  本会の会計年度の収支予算案は運営委員会毎に編成され、財政委員会の検証を

経て、会長は当該収支予算案について全責任を以て常任理事会、理事会及び総会

に上程し、承認を得なければならない。 

（収支決算） 

第 29 条  会長は、会計年度終了後速やかに運営委員会の収支取りまとめを指示し、収支

計算書、同窓会基金、奨学基金、貸借対照表、財産目録等の収支決算書を作成し、

監事の監査を受けなければならない。                                               

   2  監事の監査報告書を添付した収支決算書は、理事会及び常任理事会の同意を得

て、総会に報告しなければならない。 
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   3  臨時の支出等が生じた場合、会長・副会長会、常任理事会及び財政委員会の同

意を得るものとする。但し、直後に開催の理事会に報告し、承認を得るものとす

る。 

 

第 9 章  監 査 

（監査） 

第 30 条  監事は、別に定める要領により、本会の業務執行状況、収支決算書等の財産状

況を公正な立場で監査しなければならない。 

（監査報告） 

第 31 条  監事は、前条の監査結果について協議のうえ監査報告書を作成し、会長に報告

し、第 15 条に定める総会で報告しなければならない。 

 

第 10 章 慶弔・報奨及び罰則 

（慶弔・報奨） 

第 32 条  本会に特別の功労があった会員及び団体に対して慶弔・報奨の意を表すること

ができる。 

   2  本会の学生会員の学業・課外活動において優秀な成績を収めた個人及び団体に

学生援助金等を支給することができる。 

   3  慶弔の種類は次の通りとする。 

     一 慶事の祝い（祝電・祝辞・祝儀） 

     二 感謝状、記念品・金一封の贈呈 

     三 見舞いの金品 

     四 香典、供物、花輪、献花、弔電、弔文等の奉献 

     五 その他 

  4  第 1 項から第 3 項に掲げる慶弔・報奨は別に定める規定に基づいて行う。 

（役員の解任） 

第 33 条  役員が心身等の事由により正常な職務遂行ができないとき、または役員として

相応しくない行為があったときは、理事会の決議を得て解任することができる。 

 

（会員の品位と名誉） 

第 34 条  本会の会員が、母校または本会の品位と名誉を著しく毀損する行為をした場合

は、理事会の決議において除名することができる。 
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第 11 章 会則改正 

（会則改正）   

第 35 条  本会則の改正は常任理事会、理事会の審議を経て、総会において出席維持会員

（委任出席も含む）の 3 分の 2 以上の賛成をもって可決する。 

（補則） 

第 36 条  本会則に定めのない事項及び業務執行に係る諸規定の制定、改廃については理

事会の決議により定める。 

付則 1 本会則は昭和 45 年 11 月 29 日から執行する。 

   2 この改正は昭 49 年 11 月 10 日から施行する。 

   3 この改正は昭和 51 年 10 月 17 日から施行する。 

   4 この改正は昭和 53 年 10 月 29 日から施行する。 

   5 この改正は昭和 55 年 10 月 19 日から施行する。 

   6 この改正は平成 8 年 10 月 13 日から施行する。 

   7 この改正は平成 11 年 10 月 17 日から施行する。 

   8 この改正は平成 12 年 10 月 22 日から施行する。 

   9 この改正は平成 14 年 10 月 20 日から施行する。 

   10 この改正は平成 15 年 11 月 2 日から施行する。 

   11  この改正は平成 17 年 11 月 6 日から施行する。 

   12  この改正は平成 18 年 11 月 5 日から施行する。 

   13  この改正は平成 19 年 11 月 3 日から施行する。 

   14  この改正は平成 20 年 11 月 9 日から施行する。 

   15  この改正は平成 21 年 11 月 3 日から施行する。 

   16  この改正は平成 22 年 10 月 31 日から施行する。 

   17  この改正は平成 23 年 10 月 30 日から施行する。 

   18  この改正は、平成 27 年度定期総会で議決の日から施行するが、平成 27 年 10 月

1 日から適用するものとする。但し、改正前の会則により執行された事務事業は、

改正後の会則により執行したものとする。 

   2  この改正前の会則により選出された役員は、この改正施行日をもって任期満了と

する。 

     但し、後任の役員が選出されるまでは、役員として職務を執行する。 

   3 この改正後の会則第 10 条第一号（1）の規定にかかわらず、最初の理事は改正前

の会則で選出され在任中の会長、副会長、常任幹事（支部長枠から選出された常

任幹事を除く）及びこの改正時の支部長をもって理事に、監事は改正前の会則で

選出され在任中の会計監事をもって、それぞれ選出されたものとする。但し、最

初の理事・監事は会則第 11 条第一号にかかわらず任期は 1 年とする。 

   19  この改正は平成 29 年 11 月 5 日から施行する。 
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   20  この改正は平成 30 年 11 月 4 日から施行する。 

   21  この改正は令和元年 11 月 4 日から施行する。 

   22  この改正は令和 3 年 12 月 20 日から施行する。 

   23  この改正は令和 6 年 11 月 4 日から施行する。 

   24  この改正は令和 7 年 11 月 3 日から施行する。 

 

 

                  


